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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ 国民健康保険料の引き下げについて 

本市では、約４割の世帯が国民健康保険に加入しており、人数で

は約 10 万人、すなわち４人に１人が国保加入者で、そのうち３割

が年金生活者で、加入者の中では一番多くなった。年金生活者の次

に多い給与所得者については、職場での保険に入れない派遣労働者

などの非正規労働者と考えられ、生活実態が厳しく、雇用形態が不

安定な方々が年々増加しているのが国保加入者の現状である。 

(1) これらの方々から、「これだけしかお金が入ってこないのに、

どうしてこれだけの保険料を払わなければならないのか。」とい

う悲鳴のような声が市長のもとに届いているか。 

(2) 生活実態に沿わない、無理をしなければ払えない、すなわち、

高過ぎる保険料であるという認識はあるか。 

(3) そもそも、国保は本来、社会保障の役割を果たさなければな

らず、財源の面からも、国・県の負担金や補助金、市の一般会

計からの繰出金を主な財源とする制度であるべきで、加入者が

払う保険料という名の自己負担、自己責任に過度に寄りかかる

ことなど、決してあってはならないと考えるが、国保の本来の

あり方と現状に関し、どのような見解をお持ちか。 
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(4) 保険料が高過ぎる要因の一つに、賦課の仕組みがある。所得

には関係なく、赤ちゃんを含めて容赦なく加入人数分だけ一律

の額が課される均等割や、世帯ごとに一律の額が課される平等

割も、所得割とともに賦課されるという独特の仕組みがある。

この二つの部分の賦課をなくせば、保険料は大幅に引き下がり、

生活実態に見合った額になる。特に、人頭税とも言われ、批判

のある均等割の負担をまずなくしていくことが求められる。 
市内の国保加入者全ての均等割の負担をなくすには公費の投

入が約 30億円、子どもだけに限れば、２億５千万円ほどででき

る。せめて、子どもの均等割の負担をなくすことを提起するが、

市長の見解を伺う。また、これができない場合は、その理由も

伺う。 

 

２ 過去に緊急経済対策で行われた住宅リフォーム助成制度を復活

させることについて 

この制度を復活させてほしいという要望は大変強いものがある。

住みなれた家の小規模改修を行う際の助成制度の復活は、自宅のリ

フォームを考えている市民の背中を押し、定住にもつながる。市内

の大工や工務店等事業者の仕事づくりに貢献し、地域経済の活性化

に寄与する施策である。 

(1) この制度については、私有財産形成の側面を有しているので、

施策として適正ではないという御意見もあるように聞いている

が、市長はどのように捉えているか。また、この制度は経済の

活性化に寄与すると考えるが、いかがか。 

(2) 来年 10 月には消費税の 10％への増税が言われている。私たち

は、「格差と貧困」が改善しない今の状況の中で消費を一段と冷

え込ませるだけの消費税の 10％への増税には反対だが、もし、

これが強行されるようならば、市民生活と本市の経済への影響

ははかり知れない。今のうちにしっかりと経済対策の手だてを

打っておくことが求められることからも、この制度の復活を検

討する必要があると思うが、市長のお考えを伺う。 

 

３ 施設の新設・建てかえ・移転に関する認識について 
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施設の新設・建てかえ・移転の手法に関して、上地市長の認識を

伺う。 

(1) どのような施設であっても、新設・建てかえ・移転に関連し

て、施設が新たに設置されることによる影響、施設がその場で

建てかえられることによる影響、施設が移転してしまうことに

よる影響、また、移転する場合には移転先での影響が出てくる

のは必至である。利用者、従事者、周辺住民にどのような影響

が出るのか、事前に調査する必要があると思うが、この点につ

いてどのようにお考えか。 

(2) 施設の新設・建てかえ・移転に関する利用者、従事者、周辺

住民、一般市民の合意形成についてはどのようにお考えか。 

(3) 施設の新設・建てかえ・移転についての発表の手法や時期に

ついてのお考えはいかがか。 

(4) 前市長は、結局失敗はしたものの、施設配置適正化計画を直

接、市民に説明するために時間を割き足を運んでいた。上地市

長は今後、公共施設の新設・建てかえ・移転をテーマとして、

上地市長ならではのやり方で、市民対話の場を設けていくとい

うお考えはあるのか。 

(5) さまざまな場面で「スピード感」の重視を強調されているが、

民間施設と異なり公共施設は市民の財産であり、民意をくみ尽

くす努力なくして、進められるものではないと思うが、市長の

お考えを伺う。 

(6) 個々それぞれの施設の新設・建てかえ・移転は一つのプロジ

ェクトであり、ある程度の全貌、全体像が市民に示されること

が重要である。施設の役割、大小に違いはあると思うが、市民

へ全体像を示すという点について、市長にお考えを伺う。 


